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はじめに 

 

　高知県では、全国に先行して少子高齢化が進み、

様々な分野で担い手不足が深刻化しています。この

ような状況の中、地域の活力を維持し、将来にわた

って希望を持てる県づくりにつなげていくことは、

喫緊の課題です。 

　令和７年６月の出入国在留管理庁のデータによる

と、高知県内の在留外国人は 6,996 人と県人口の約

１％となっており、今後も増加することが想定され

ます。外国人の方の多くは、農業や水産業をはじ

め、医療や福祉の分野など、私たちが暮らしていく

上で欠かすことのできない業種でご活躍されてお

り、本県の経済活動や暮らしを守るためには、外国

人の皆さまの力が不可欠です。 

一方、令和９年からは、技能実習制度に代わる新たな在留資格として「育成就労

制度」がスタートする予定です。この制度は、日本で技術を習得し、国に帰って活

かしていただくという従来の制度から、日本で技術を磨いて、地域の一員として活

躍をしていただく制度への転換を目指していることがポイントです。 

　また、今後は、永住申請が可能となる特定技能２号の取得者が増えると考えら

れ、母国からの家族の帯同など、就労される方以外の外国人の受入れが進むことも

予想されます。このような状況が進むと、給与面などの条件がより良い地域に人材

が集まることが懸念されることから、本県の発展には外国人の皆さまが本県に定着

し、活躍していただくための取組を強化し、「外国人に選ばれる県」を目指すこと

が必要です。 

こうしたことから、今年度、有識者の皆さまで構成する「高知県多文化共生推進会

議」を設置し、外国人材の受入れ施策とともに、定着促進のための施策について、

様々な角度からご助言をいただき、「高知家・多文化共生推進プラン」を策定いた

しました。 

　今後、このプランの実行にあたりましては、県民の皆さまに身近な市町村をはじ

め、事業者の皆さまなど、関係する方々と一体となって施策を進めていくことが、

何よりも重要です。 

　高知県が、それぞれの国籍に関わらず、お互いを尊重し、理解し合い、一人一人

がいつまでも生き生きと活躍し、暮らし続けられる県となるよう、県民の皆さまと

ともに「多文化共生社会」を実現してまいります。 

 

令和８年３月 

高知県知事　濵田　省司 
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第１章　プラン策定の趣旨等 
１　プラン策定の背景及び趣旨 

令和７年６月末時点における県内在留外国人は 6,996 人であり、過去最高人数と

なっています。在留資格別では、技能実習と特定技能の合計が半数以上を占めてお

り、国籍別では最多のベトナムに加え、近年はインドネシア、ミャンマーが増加傾

向にあります。 

一方で人口減少・少子高齢化が進行する本県では、あらゆる産業分野で人手不足

が深刻化しています。県ではこれまで、「高知県産業振興計画」に基づいた地産外

商の推進や「高知県元気な未来創造戦略」により人口減少対策に取り組んできまし

た。しかしながら若年層を中心に人口減少は依然として進行し、婚姻数や出生数の

減少に歯止めがかからない状況が続いています。本県の人口減少は喫緊の課題であ

り、地域産業の持続的な発展を図るためにはその対策が重要です。 

急激な生産年齢人口の減少に見舞われている県内では、既に主要産業である農

業・漁業、製造業、卸売業や介護の現場で、その維持と発展に不可欠な働き手とし

て、外国人労働者が活躍しています。外国人材の活躍は、経済を持続・発展させる

とともに、地域の活性化を推進するうえで、非常に重要となっています。一方で令

和９年度から施行される育成就労制度では、一定の要件を満たせば本人希望による

転籍が可能となることから、相対的に賃金の高い大都市部に人材が集中することも

懸念されます。また、将来的に特定技能２号の在留資格取得者が増えることになれ

ば、家族を帯同する外国人の増加も予想されます。 

これらのことから、外国人材の受け入れと本県への定着に向けた取組を両輪で進

めることが重要であると考え、外国人材含む全ての外国人県民が「暮らしやすい」

「働きやすい」「学びやすい」環境を整備するとともに、本県ならではの強みであ

る、人のあたたかさを活かし、外国人から「選ばれる高知県」を目指して、多文化

共生※を推進するプランを策定することとしました。 

※多文化共生の定義 

　　・文化の違いを尊重し、互いに理解し合う関係性の構築 

　　・国籍に関わらず、誰もが安心して暮らせる地域の実現 

　　・誰もが地域社会の一員として活躍できる環境づくり 
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２　プランの位置づけ 

　　　本プランは、本県における多文化共生社会の実現に向けた方向性を示すものであ

り、個々の施策は、このプランに基づき進めていきます。 

　また、「高知県外国人材の受入・活躍推進プラン」と「高知県日本語教育の推進

に関する基本的な方針」を統合し、日本語教育の推進に関する法律（令和元年６月

２８日公布・施行）に規定されている「地方公共団体の基本的な方針」として位置

付けます。あわせて「高知県元気な未来創造総合戦略」の関連計画として位置付け

ます。 

３　策定方法 

　　　プラン策定にあたり、学識経験者、日本語教育指導者、関係団体、市町村、外国

人県民で構成する「高知県多文化共生推進会議」において４回にわたり議論を重ね

る中で、様々なご意見や、方向性について、ご提言をいただきました。 

　また、県民世論調査、外国人県民を対象にしたアンケート調査、パプリックコメ

ントなど、幅広い方々からご意見をいただいたところです。 

　こうしたご意見等を反映し、より本県の実態に合ったプランとしました。　 

４　プランの期間 

　　　令和８年度から令和 11年度までの４年間とします。 

 

 

プラン中における「外国人」に関する言葉の定義 

外国人：日本の国籍を有しない者 

外国人県民：本県に在住する外国籍の人だけでなく、日本国籍を取得した人や国際結婚 

　　　　等によって生まれた日本国籍の子ども等、外国にルーツを持つ人も含めた者 

外国人材：日本の労働市場において就労可能な外国人 

外国人児童生徒等：外国籍の児童生徒及び日本国籍であるが、両親のいずれかが外国籍

である等の外国につながりがある児童生徒 

外国人労働者：日本の国籍を持たない方で、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び

「公用」以外の方の労働者 

在留外国人：「出入国管理及び難民認定法」（入管法）に定められた在留資格をもって

日本に中長期間在留する外国人 
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第２章　本県を取り巻く現状と課題 
１　人口減少の現状 

本県は、全国より 15 年先行して平成２年から人口が自然減となり、進学や就

職などを理由とする社会減と相まって、令和元年には人口が 70万人を割り込み

ました。令和 7年現在、64.8 万人まで減少しています。また、県の高齢化率は

36.8%に達し、これは秋田県に次いで全国 2位の高い水準です。加えて、令和６

年の出生数は過去最低の 3,108 人となるなど、人口減少は深刻な状況です。 

国立社会保障・人口問題研究所による将来推計（令和５年推計）では、令和 32

年に、人口が約 45 万人にまで減少するとともに、生産年齢人口は昭和 60 年のピ

ーク時から約 60%減少し、約 20 万人まで減少する見込みです。さらに、県内 26

市町村では、令和 37年に生産年齢人口（15 歳から 64 歳まで）が令和２年と比べ

て 50%未満に減少するとされています。 

２　雇用情勢と企業の人手不足感 

県内の雇用情勢については、有効求人倍率が平成 27年 11 月以降１倍を超えて

推移しており、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に１倍を下回った時期

もありましたが、現在も１倍以上で推移しています（図１）。また、企業の人手

不足感は、令和７年 10～12 月期の「法人企業景気予測調査」において、従業員

数判断 BSI が全産業で 20.0％ポイント「不足気味」となっており（図２）、同様

に「全国企業短期経済観測調査（高知県分）」では、雇用人員判断 D.I.が全産業

で▲38％ポイント、令和８年３月の先行きについても▲42％ポイントとなってい

ます（図３）。 

　このように、有効求人倍率や企業の雇用に対するマインド面からも、県内事業

者の人手不足感が強まっていることが明らかです。 

 

図１　高知県有効求人倍率等（季節調整値）の推移

高知労働局　労働市場月報（令和７年 12 月分）
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３　在留外国人の状況 

（１）本県の在留外国人の推移 

　　本県の在留外国人は、近年、増加傾向にあります。平成 27 年 12 月末から４年連

続で増加し、令和元年 12 月末には 4,967 人になりました。その後、コロナ禍の影響

等により、減少したものの、令和４年には入国制限の緩和により、増加に転じ、令

和６年 12月末には 6,848 人、令和７年６月末には 6,996 人になりました。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２

出典：四国財務局高知財務事務所　法人企業景気予測調査（令和７年 10～12 月期）

図３

出典：日本銀行高知支店　全国企業短期経済観測調査（高知県分）（令和７年 12 月）
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（２）本県の在留外国人の国籍構成の推移 

　　　最も多い国籍・地域は、令和元年までは中国でしたが、令和２年以降はベトナ

ムとなっています。現在は、インドネシアやミャンマーなども増加してきてお

り、全体的にアジアが多い傾向となっています（図５）。 

　　  図５　在留外国人の国籍構成の推移　　（単位：人）

（上位 9か国）

法務省「在留外国人統計」
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（３）外国人労働者の状況 

ア　外国人労働者数 

　　　　　過去 10 年間の本県における外国人労働者数の推移を見ると、令和３年に新型

コロナウイルス感染症の影響で一時的に減少したものの、全体の傾向としては

右肩上がりで増加しており、令和７年 10月末時点では過去最多の 5,916 人とな

っています（図６）。 

 

 

イ　在留資格別 

　令和７年の「技能実習」は、全体の49.4%（2,920人）と最も割合が高く、次

いで「特定技能」が22.1%（1,306人）となっています（図７）。全国の「技能

実習」の割合は 19.4%であるのに対し、本県は外国人労働者の半数以上を「技

能実習」が占めていることが大きな特徴です（図８）。 

また、令和７年の「特定技能」は、対前年比 39.7%増の 1,306 人と大幅に増

加しています。近年、技能実習を終えた後、特定技能に移行する者が増えると

ともに、特定技能の在留資格で入国する者が増えています。 

高度外国人材として活躍が期待される「技術・人文知識・国際業務」の割合

は、全国（18.2%）に比べて著しく低く、4.0%（236 人）に留まっており、その

人数は全国 45 位、割合は全国最下位となっています（図８）。 
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ウ　国籍別 

令和７年の国籍別は、①ベトナム 2,003 人（33.9％）、②インドネシア

1,355 人（22.9％）、③フィリピン 812 人（13.7％）の順となっており、近年

は、インドネシアやミャンマーからの受け入れが増加しています（図９）。 

 

 

図８　在留資格別外国人労働者の全国との比較

※高知労働局「外国人雇用状況の届出状況」を基に作成 
（各年 10 月末の数値）
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エ　県内事業所における雇用状況 

　　　　令和７年の外国人労働者を雇用している事業所数は、1,332 か所（前年同期比

116 か所 9.6％増）で（図 10）、10 年前（H28＝583）と比べると 2.3 倍に増加し

ています。深刻化する人手不足を背景に事業者が外国人を雇用するニーズが高ま

っていることがうかがえます。 
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オ　産業別 

令和７年の産業別は、①農林業（1,241 人、21.0％）、②製造業（1,119 人、

18.9％）、③卸売業・小売業（1,110 人、18.8％）となっています（図 11）。次

いで多い医療・福祉（580 人）や宿泊業・飲食サービス業（342 人）分野では、こ

こ数年で大きく増加しています。全国では、①製造業 24.7％、②その他サービス

業 15.2％、③卸小売業 13.3％となっており、一次産業のウエイトが高い本県の産

業構造が反映されています。 
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（４）日本語指導が必要な児童生徒数の推移 

　　　　高知県での日本語指導が必要な児童生徒の人数は、令和３年にコロナ禍の影響

等により、減少したものの、令和５年には合計 43人と過去最高の人数となってい

ます（図 12）。 

　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査結果について」 
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４　外国人県民を取り巻く環境と実態等 

　　外国人県民を取り巻く環境や実態を把握するため、県民世論調査と外国人県民向け

アンケート調査を実施し、県民の多文化共生に対する認知度と、外国人が身近に増え

ることについての意見を調査しました。 

（１）令和７年度県民世論調査の結果 

実施時期：令和７年７月 28日～８月 25日 

調査対象：県内全域の満 18歳以上の県民 3,000 人（各市町村の「選挙人名簿」よ

り） 

回答者数：1,536 人 

分析と考察 

「多文化共生」という言葉の認知度は、全体の 72.4%に達しており、一定の認知

があることがわかります。しかし、「聞いたことはあるが意味は知らない」という

回答者が 37.3%を占めており、認知されているものの、言葉の理解には至っていな

い層が存在することがわかりました。 

「県内に住む外国人が年々増加していることについて、あなたはどう感じていま

すか」という問いでは、「好ましい」204 人（13.3％）、「どちらかといえば好ま

しい」445 人（29.0％）を合わせて肯定的な意見は 42.3％でした。「好ましくな

い」111 人（7.2％）、「どちらかといえば好ましくない」257 人（16.7％）を合わ

せて否定的な意見は 24.0％でした。「どちらともいえない」501 人（32.6％）でし

た。（回答者 1,536 人） 

「外国人が身近に増えることについてどのような変化があると思いますか」とい

う問いでは、最も多い回答が「人手不足の解消に繋がると思う」59.0％（906 人）

という経済・労働力確保面の肯定的な内容となった一方で、２番目に多い回答は

「言葉や文化の違いによるトラブルが心配だと感じる」48.3％（742 人）と否定的

な回答でした。このことから、外国人が増加していることについて、肯定的な意見

と否定的な意見の両方が見受けられました。 

これらの結果から外国人が増えていることの背景や実態を正確に情報提供すると

ともに、「多文化共生」の取組の必要性について周知を図ることが重要であると考

えられます。 

 

（２）外国人県民へのアンケート調査の結果 

実施時期：令和７年８月 22 日～10月４日 

調査対象：外国人県民 

実施方法：web アンケート 

回答総数：142 人 

　実施言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、インドネシア語 
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　回答者の在留資格別 

　　回答者 142 人の内訳は、特定技能 56人、技能実習 32 人、留学 36 人、永住者５

人、特定活動４人、日本人の配偶者３人、技術・人文知識・国際業務２人、家族滞

在１人、不明３人でした。 

 

　分析と考察 

　病院受診で困った内容に関する項目では、「自分の症状に合う診療や治療を受け

られる病院がどこにあるか分からなかった」31 人（21.8％）、「病院で症状を正

確に伝えられなかった」31 人（21.8％）、「言葉が通じる病院がどこにあるか分

からなかった」30 人（21.1％）、「病院の受付でうまく話せなかったり、病院の

書類が読めなかったり、書けなかったりした」24 人（16.9％）など、受診上の困

難があることが分かりました。（複数回答可。回答者 142 人） 

 

過去１年間での災害時に困った内容に関する項目では、「信頼できる情報をどこ

から得ればよいか分からなかった」、「避難場所が分からなかった」、「警報・注

意報などの避難に関する情報が、多言語で発信されていないため災害情報の入手方

法が分からなかった」「避難後の支援策があっても、利用方法・申請方法が分から

なかった」の選択者数は約 15％（21-22 人）で最も多くなりました。 

 

これらの結果から医療に関しては、各診療科が対応する病状の例示、多言語対応

可能な病院の周知、医療通訳ツールの周知が必要であると考えられます。また防災

に関しては、県の多言語防災アプリの周知、外国人県民と日本人県民が一緒に防災

訓練を行うことで災害時の避難場所の理解や避難所での支援等について理解を深め

ていくことが重要であると考えられます。 

 

（３）地域日本語教育実態調査 

実施時期：令和４年６月 17 日～７月 15日 

調査対象：外国人県民 1,585 人 

回答総数：633 人 

　実施言語：やさしい日本語、英語、ベトナム語、中国語 

 

　　分析と考察 

　　　　日本語の習得度について実施したアンケートでは、「ほとんど自由に話せる」

は 5.1％と少なく、「仕事での会話ができる」28.1％、「簡単な会話ができる」

37.8％、「少しだけ話せる」31.3％という結果でした。また、「ほとんど話せな

い」が 6.5％と、少なからずいることも分かりました。（複数回答可） 

このことから、日本語学習への支援とともに、多言語対応、やさしい日本語での

コミュニケーションが必要と考えられます。 

 

 



15 

第３章　基本理念と施策の方向性 
　この章では、本プランの期間（令和８年度から令和 11年度）における方向性を記載し

ています。具体的施策については、毎年度、有識者会議（高知県多文化共生推進会議）

での意見を踏まえ、予算化のうえ実行していきます。 

１　基本理念 

　　外国人県民と日本人県民が互いに理解し、尊重し合い、共に活躍できる地域となる

ことで、元気な高知県をつくる 

 

　基本理念に掲げる社会は、短期間で実現できるものではなく、その時々の状況や課

題を踏まえながら、県庁内の関係部署や市町村、関係機関などが一体となって取り組

むことが必要です。基本理念の実現に向け、外国人県民が「暮らしやすい」「働きや

すい」「学びやすい」環境を整備するとともに、外国人県民と日本人県民が文化や習

慣を互いに理解、尊重し合い、共に活躍できるような地域づくりを進めることによ

り、外国人に“選ばれる高知県”を目指します。 

２　プラン達成のためのＫＰＩ（評価指標） 

　（１）県内で就労する「技能実習」及び「特定技能」の外国人労働者数 5,600 人（令

和 11 年度末）※高知県元気な未来創造総合戦略及び第５期高知県産業振興計画

に掲げている目標値 

　　　　「第２期　高知県外国人材受入・活躍推進プラン」におけるＫＰＩは、県内

で就労する在留資格「技能実習生」及び「特定技能」の合計人数を令和９年度

に 4,000 人以上とする中、令和７年度は、4,226 人と、＋695 人（達成率

119.7％）となったため、本プランにおけるＫＰＩを令和９年度は 4,800 人と上

方修正するともに、令和 11年度は 5,600 人以上に上方修正することとしまし

た。 
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　（２）「多文化共生」の意味も含めた認知度 70％ 

県民世論調査で「多文化共生の意味を知っている」と回答する人の割合を 70％に

することをＫＰＩに設定します。この目標に向けて、県民への広報活動や教育啓発

活動の強化が重要です。令和７年度調査における言葉の認知度 72.4％の中には、聞

いたことはあるが意味は知らない層が約半数存在している（37.3％）ため、さらな

る理解促進を図ることが求められます。 
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３　施策の基本的な考え方と具体的な取組 

柱Ⅰ　外国人材の受入促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【現状と課題】 

外国人材の受け入れは、県内事業者における人手不足解消に向けた有効な対策の一つ

となるため、優秀な人材の受け入れと定着の促進が必要です。 
 

【施策の方向性】 

　ＭＯＵ（※）締結地域等からの着実な人材受入の流れをつくるなど、既存の関係の強化

と、様々なチャンネルを活かした新たな有望国・地域の開拓を進めます。 

　（※）人材交流に関する覚書 

 

 

 

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）人材送り出し国の確保 　 
ア　ＭＯＵ締結地域等から着実な人材の受け入れの流れをつくる 
　（ベトナム：ラムドン省、インド：タミル・ナド州、ナガランド州等） 

・来日前に本県の産業や方言を学ぶための学習施設の認定 
（インド：タミル・ナド州：R6・3 施設、ナガランド州：R7・１施設） 

　イ　その他の国や地域の開拓 
・大使館や現地政府、関係機関の情報を基に、新たな国や地

域、送り出し機関等の開拓 

・県内で就労

する「技能実

習」及び「特

定技能」の外

国人労働者数

4,226 人

・県内で就労

する「技能実

習」及び「特

定技能」の外

国人労働者数

5,600 人

 （２）雇用促進 
ア　外国人材の雇用に係る相談体制の整備 

・外国人材雇用相談窓口（ふぉれこ）の開設（R7.4） 
イ　事業者の採用活動等の支援 

　・事業者における採用機会を確保するため、現地視察等におい

て外国人材との面談や採用の場を設定 

　・（介護）海外での人材確保に向けた広報や渡航費等への支援 

　・（介護）介護施設が行う留学生に対する奨学金事業への支援 

　ウ　事業者の受入時の支援 

　　　・外国人材を初めて雇用する事業者や MOU 締結地域から初めて

受け入れる事業者に対する支援 

エ　雇用に係る制度等の理解促進 

・雇用に係るセミナーや研修会の開催 

・雇用に係るノウハウをまとめたガイドブックや雇用事例集の　　

　作成・配布 

　・交通事業者への外国人材の受け入れに向けた機運醸成及び受 

入促進
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具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （３）受入体制の整備 

ア　技能実習（育成就労制度を見据えた受け入れ） 

　　・技能実習生の入国後講習施設整備の支援 

　　　・（林業）林業大学校での林業技能士の資格取得に向けた

研修会の開催 

イ　特定技能 

　　　・日本語試験等の受験を支援する事業者への支援 

　ウ　高度外国人材 

・雇用セミナーの開催 

・合同企業説明会（交流会）や企業訪問ツアーの開催 

・県内高等教育機関と協定を締結している海外大学等 

　からインターンシップを受け入れる事業者への支援
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柱Ⅱ　コミュニケーション支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【現状と課題】 

市町村での地域日本語教室開設は一定進んできたものの、学習者が継続して参加して

いないことや、事業者の日本語学習に対する意識のばらつきが課題です。また、やさし

い日本語（※）の周知も行き届いていない状況です。今後は、やさしい日本語の周知

や、日本語教育従事者の能力向上を図るなど、地域ごとの差を解消する必要がありま

す。 

（※）日本語を母語としない外国人など、日本語の理解やコミュニケーションに何らかの困難を抱えて

いる人のために配慮された日本語表現のこと 

１　日本語学習支援【日本語教育の推進に係る基本的な方針】 

【施策の方向性】 

外国人県民の日本語学習ニーズを把握し、地域に応じた支援体制を整備するとと

もに、事業者が実施する日本語教育への支援について検討していきます。 

　日本語学習機会の拡充については、地域日本語教室をはじめ、オンライン教材の

活用により時間や場所を問わず学べる環境を提供します。 

　また、日本語学習に従事する人材の能力向上と裾野の拡大を目指し、地域日本語

総括コーディネーターを中心に人材育成を進めます。加えて、令和６年に新たに国

家資格となった「登録日本語教員」制度を広め、有資格者の増加を図ります。 

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 (１)　日本語教育の機会の充実 
　ア　地域に住む外国人県民の日本語学習に対するニーズの把握 
　　・教室未開設の市町村に対するニーズ調査など、日本語学習

機会の充実に向けた支援 
 イ　地域日本語教室の活用周知 
　　・県内の外国人材を雇用する事業者や外国人県民へ広報媒体

（ホームページや SNS 等）を通じた地域日本語教室の周知 

ウ　時間・場所にとらわれず日本語を学習できる環境の整備 
　　・日本語学習eラーニング利用者の優良活用事例を横展開する

など事業者等への活用促進 
・日本語教育を推進する事業者等に紹介可能な日本語教育有

資格者の掘り起こし

・外国人県民

100 人以上の市

町村での地域

日本語教室開

設 84.6％

・外国人県民

100 人以上の

市町村での地

域日本語教室

開設 100％

 （２）日本語教育に従事する者の能力・資質の向上及び裾野拡大 
ア　県に配置する地域日本語総括コーディネーターを中心と 
　した地域日本語教室開設と継続運営のための人材育成 

・県に配置する地域日本語総括コーディネーターを中心とし

た地域日本語教室開設に向けた人材の養成や教室を継続運

営するためのフォローアップ研修の実施 
イ　新たな国家資格者「登録日本語教員」制度の周知 

・令和６年度に制定された法律に基づき、今後育成就労制度

や外国人児童生徒等に対する教育を担うことが予想される

「登録日本語教員」制度を周知し、有資格者の増加を目指

す
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２　多言語表記、やさしい日本語の普及啓発 

【施策の方向性】 
外国人県民が地域社会で安心して生活できるよう、行政サービスや生活情報を

多言語で提供する体制を整備します。また、市町村はじめ医療や福祉、学校など

様々な分野や場所でのやさしい日本語の普及を通じて、県民への理解と啓発を進

めます。これらにより、多言語表記ややさしい日本語の表記が広がることを目指

します。 

 
 

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）行政・生活情報等の多言語による提供の充実 
　　・市町村が外国人県民に対して生活に必要な情報を提供でき

るよう、多言語「ウェルカムパッケージ」（※）の整備 
　　　（※）本県で生活するために必要な手続きや生活に関する情報をまと

めた資料のこと

－ ・外国人県民

100 人以上の

市町村での

「ウェルカム

パッケージ」

活用 100％  （２）市町村の転出入窓口でのやさしい日本語採用の促進 
　　　　・市町村や関係機関等でのやさしい日本語の活用や多言語化

の促進 
・県民へのやさしい日本語の普及啓発

 （３）様々な分野や場所でのやさしい日本語の普及 
　　・市町村、医療、福祉、学校等を対象にしたやさしい日本語

研修の実施

 （４）県民に対する多言語表記及びやさしい日本語の周知 
・広報媒体等を活用した周知やセミナーの開催による啓発



21 

柱Ⅲ　外国人県民の生活支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

１　相談体制の充実 

　【施策の方向性】 
　　　外国人県民が相談しやすい環境を整備するため、高知県外国人生活相談センター

（通称：ココフォーレ）を中心に、市町村との連携強化や出張相談会の実施を進め、

相談受付体制の拡充を目指します。また、外国人県民のニーズに基づくガイダンス

やセミナー等を開催します。こうした機会を通して相談窓口の周知につなげます。 

２　居住環境の整備 

【施策の方向性】 
　　　外国人県民が安心して住める環境を整えるため、外国人であることを理由に入居

を拒まれることのない住宅の制度周知を進めるとともに、不動産関係事業者への多

文化共生施策の理解促進を図ります。また、入居時に日本の生活ルールを周知する

ことにより、円滑な生活のスタートを支援します。 

 

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）外国人県民が相談しやすい窓口の運営 
　　・高知県外国人生活相談センターの運営 
　　・市町村に対する相談受付のノウハウの提供や外国人県民

が困っていることについて知ってもらう場の設定 
　　　　・出張相談会の開催及び開催市町村の新規開拓

・出張相談会の

実施　３回/年

・出張相談会未

実施の市町村も

含めた出張相談

会の実施　３回

/年

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）外国人県民が入居可能な住宅の確保 
　　・物件所有者に対するセーフティネット住宅の制度（※）の 
　　周知 

（※「住宅確保要配慮者の入居を拒まない物件」として、家主が

自主的に都道府県等に登録するもの） 
　　　・不動産関係事業者に対する多文化共生施策の理解促進

・セーフティ

ネット住宅の

登録戸数：

4,144 戸

・セーフティネ

ット住宅の登録

戸数：300 戸（令

和 12 年度末） 
※令和８年度に行う

高知県住生活基本計

画の中間見直しを受

け KPI を更新予定 

・外国人県民 100

人以上の市町村

での「ウェルカ

ムパッケージ」

活用 100%【再

掲】

 （２）外国人県民の居住生活支援 
　　・外国人県民に向けた入居時の日本の生活ルールの周知

【現状と課題】 

医療・教育・防災など外国人県民が生活するうえで必要な支援体制が十分でない状

況です。特に、相談窓口や居住支援、医療受診への支援の充実が求められます。 

また、事業所における生活・就労・学習環境づくりの促進も必要です。
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３　医療・保健・福祉など公的サービスの提供 
【施策の方向性】 
　外国人患者が医療サービスを平等に受けられるよう、医療通訳サービスの充実と

周知を進めます。また、妊産婦や乳幼児向けの健診時に通訳支援を提供し、外国人

県民が安心して健康管理を行うことができる環境を整備していきます。 

　　　　　 

４　事業所における「暮らしやすい」、「働きやすい」、「学びやすい」環境づくり 

【施策の方向性】 
事業所で働く外国人材が就労の場や生活の場で困らないよう、事業者が行う環

境整備に対して支援していきます。 

 

具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）外国人患者の診療体制の整備・充実 
・外国人患者の受入に向けたサービスの周知を行い、外国

人県民が日本人と同じように必要なサービスを受けられ

る環境づくりを進める 
・医療機関受診時に活用できる利用料無料の医療通訳サー

ビス（AMDA など）の外国人県民への多言語周知

・医療情報ネ

ットに登録さ

れている病院

のうち、通訳

サービスやア

プリの活用に

より外国語対

応が可能な病

院：61.6％

・医療情報ネ

ットに登録さ

れている病院

のうち、通訳

サービスやア

プリの活用に

より外国語対

応が可能な病

院：80％以上

 （２）妊産婦・乳幼児対象の健診受診時の支援 
　　・市町村行政による対応力の強化

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）「暮らしやすい」、「働きやすい」、「学びやすい」 
環境づくり 

　　・「こうち外国人材優良サポート認証」（※）取得事業者の

増加に向けた事業者への呼びかけや広報の強化 
　　　（※）外国人材が「働きやすい」だけでなく、「暮らしやすい」

「学びやすい」環境整備に取り組む事業者を認証する制度

・「こうち外

国人材優良サ

ポート認証」

取得事業者：

34 事業者

・「こうち外

国人材優良サ

ポート認証」

取得事業者：

180 事業者

 （２）「暮らしやすい」環境づくり 
　　・技能実習や特定技能の外国人材の住宅改修を行う事業者

等への支援

 （３）「働きやすい」環境づくり 

　　・技能の取得や日本語学習などのスキルアップを行う事 

業者への支援 

　　・県立高等技術学校における通訳者付き在職者訓練の実施 

　　・（介護）多言語対応の介護記録ソフトや翻訳機等の導入 

支援 

　　・（農業）品目ごとの農作業マニュアルの作成 

　　・（林業・木材産業）安全対策や社宅等の整備を行う事業

者への支援 
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５　災害の情報発信・支援等の充実 

【施策の方向性】 
防災知識の普及と災害時の支援体制強化に向け、外国人県民への防災アプリの周

知と防災訓練の参加を促進します。さらに、災害時における迅速な支援を実現する

ため、高知県災害多言語支援センターと市町村災害対策本部の連携強化を進めます。 
 

 ・（建設業）働き方改革等支援アドバイザー派遣による雇

用環境改善等の課題解決の支援

 （４）「学びやすい」環境づくり 

　　・日本語教育を推進する事業者等に紹介可能な日本語教育 

有資格者の掘り起こし【再掲】 

　　・（漁業）外国人漁業研修センターが実施する陸上講習 

（日本語教育、生活習慣、文化体験や地域交流等）及び

運営の支援

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）防災知識の普及啓発 

外国人県民の防災知識の普及や防災訓練への参加の促進 

　・多言語対応している防災アプリの周知 
　・外国人県民等に向けた防災セミナーの実施や市町村・自

主防災組織に対する働きかけや情報提供

・県防災アプ

リ（多言語）

の登録者総数

1,372 人

・県防災アプ

リ（多言語）

の登録者総数

4,000 人

 （２）災害時の支援体制の整備　 

　　　高知県災害多言語支援センターと市町村災害対策本部 

との連携促進 

　　・高知県災害多言語支援センターの活動や役割についての 

市町村に対する周知
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６　防犯・交通安全対策の推進 

【施策の方向性】 

外国人県民への防犯・交通安全に関する啓発を強化するため、生活ルールや交通

ルールの理解を深める機会を充実させます。さらに、ウェルカムパッケージを通じ

て、外国人が日常生活で直面する安全に関する情報を分かりやすく伝える仕組みを

整備します。 

 

７　子育ての充実 

【施策の方向性】 
　外国人県民家庭への通訳支援や保護者向けガイダンスを通じて、外国人県民家庭が　

地域社会に溶け込みやすい環境づくりを進めます。また、保育士や教育関係者の研修

を通じて、異文化理解を深め、未就学児童の受け入れ体制を整備します。 

 

 

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）外国人県民への防犯・交通安全に関する啓発の促進 
　　・外国人県民への防犯・交通安全に関する講座の開催 

・外国人向け生活オリエンテーション動画の周知やウェルカム 
パッケージでの交通ルール等の紹介

・防犯・交通安

全教室実施人数 

防犯教室年間

127 人 

交通安全教室年

間 267 人

・防犯・交通安

全教室実施人数 

防犯教室年間

200 人 

交通安全教室年

間 200 人

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）子育てに関するネットワークづくりや通訳支援 
　　・外国人県民の保護者を対象にした教育ガイダンスの実施や保

護者同士のネットワークづくりの促進 
　・三者間電話通訳サービス（23 言語）の活用

・親育ち・特別

支援保育コーデ

ィネーター研修

会受講率：80％

・親育ち・特別

支援保育コーデ

ィネーター研修

会受講率：

100％
 （２）日本語を母語としない未就学児童の保育園・幼稚園での受入 

支援 
・保育所・幼稚園等に対する外国人家庭への関わり方に関する

ガイドライン等の情報提供 
　　・親育ち・特別支援保育コーディネーターに対する研修の実施

やコーディネーター同士の情報共有の促進
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８　教育の充実　 

【施策の方向性】 
　　日本語指導が必要な児童生徒への支援を強化するなど、外国人児童生徒等が学び

やすい環境を整備します。学校教育現場では、支援ノウハウなどの情報共有を進め、

個別対応を強化するとともに、教員の指導力向上を目的とした研修を実施します。

これにより、多文化共生の理念が教育現場に浸透し、異なる文化への理解と共感へ

つなげます。また、子育て世代や学校等を対象に参加型の学習の場を提供し、共生

の意識を広めていきます。　 

 

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）県立夜間中学校・県立高等学校における日本語指導が 
必要な児童生徒に向けた学習環境の整備 

・夜間学級の継続的な広報・周知 
　　・日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「多文化共生コ

ース（仮称）」の開設

・「多文化共生

コース（仮

称）」を令和

10 年度に開設

・「多文化共生

コース（仮

称）」を令和

10 年度に開設

 （２）日本語指導が必要な児童生徒に対する学校教育現場での 
支援体制の整備 

　　・日本語指導が必要な児童生徒が在籍している学校関係者が 
情報共有できる連絡協議会の設置 

　　・外国籍の児童生徒の受入に関する個別相談への対応

・日本語指導が

必要な児童生徒

の学校への受入 

100％

・日本語指導が

必要な児童生徒

の学校への受入 

100％

 （３）日本語指導が必要な児童生徒に対し日本語指導ができる教

員の資質・能力の向上　 
・オンライン等による相談体制整備や日本語指導に関する研

修の実施

 （４）若者に対する多文化共生への理解促進 
・学校や地域等での多文化共生（出前）講座や国際理解講座 
等の実施 

  　・県内高校生の「探究型海外留学」を支援する事業の実施

・「多文化共

生」の意味も含

めた認知度

35％【再掲】

・「多文化共

生」の意味も含

めた認知度

70％【再掲】
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柱Ⅳ　意識の醸成と地域活性化の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

　 

 

 
１　地域住民との交流の場の充実 

　【施策の方向性】 

　外国人県民と日本人県民の相互理解を深めるため、交流の場づくりや地域活動へ

の積極的な参加を進めることが重要です。 

　具体的には、地域での交流イベントや市町村主催の交流活動に対する支援を強化

し、参加を促進することで、多文化共生の意識を高め、地域全体での共生社会の実

現を目指します。 

 

２　多文化共生推進のための意識の醸成　 

【施策の方向性】 
　　県広報媒体や講座を通じて、多文化共生に対する地域全体での理解を深めます。

また毎年 11 月を多文化共生月間と位置づけ、広報強化を図ります。 
 

 
 
 
 
 
 

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）多文化共生の機運を醸成するためのイベントの充実　 
　　・「国際ふれあい広場」の開催 
　　・民間団体が取組む多文化共生の活動に対する助成

・多文化共生社

会推進事業費補

助金活用市町

村：４市町村

・多文化共生社

会推進事業費補

助金活用市町

村：34 市町村  （２）市町村が実施する交流の場づくりへの支援 
・補助金による市町村における交流の場づくりへの支援

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）「多文化共生月間（11月）」による広報啓発活動の強化 ・「多文化共

生」の意味も含

めた認知度

35％【再掲】

・「多文化共

生」の意味も含

めた認知度

70％【再掲】

 （２）事業者や教育現場、県民に向けた啓発活動の促進　 
　　・県広報媒体等（SNS を含む）を使った多文化共生の広報 
　　・子育て世代など新たな層を対象とした親子で学ぶ多文化

共生（出前）講座等の実施

【現状と課題】 

県民や事業者に対して、外国人材が増えている背景やその活躍の実態を十分に伝えき

れていないことが課題です。また、外国人県民と日本人県民との橋渡し役となる人材が

不足しており、外国人県民が地域で活躍できる機会も限られています。このような現状

を改善するためには、外国人材をはじめとする外国人県民に対する理解を深め、地域全

体での積極的な支援と活躍の場づくりを進める必要があります。
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３　多文化共生を担う人材の掘り起こし・育成 

【施策の方向性】 
　　多文化共生社会の実現には青年団等の既存の地域団体の協力はもとより、地域の

外国人県民と日本人県民の橋渡し役となる人材の育成が重要です。これにより、地

域で活躍できる多文化共生の担い手を育て、共生社会の基盤を強化します。 

 

４　地域住民との連携・協働による地域活性化の推進 

　【施策の方向性】 
　　　住民同士の積極的な連携・協働を通じて、外国人県民が地域の防災やまちづくり

に参画する機会を増やすことで、地域社会における共生と活性化を図ります。 

 

５　留学生の地域への定着促進 

　【施策の方向性】 
　　　留学生が地域で定着するためには、地域社会との積極的な交流を促進し、留学生

が地域に愛着を持てる環境を整えることが重要です。また、奨学金制度を通じて、

留学生が地域に根づきやすい経済的な支援体制を構築することも重要です。 

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）外国人県民をサポートし、地域と繋ぐ役割を担う人材

の掘り起こし 
　　・多文化交流サポーター（仮称）制度の導入に向けた 

検討、制度の運用

－ ・外国人県民

100 人以上の市

町村でサポータ

ーを登録

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）自主防災訓練等への参加をきっかけとした地域活動 
への参画促進 
・地域防災訓練への外国人県民の参加を促進するための　

自主防災組織を対象としたセミナー等での啓発

・多文化共生社

会推進事業費補

助金活用市町

村：４市町村

【再掲】

・多文化共生社

会推進事業費補

助金活用市町

村：34 市町村

【再掲】
 （２）県政や多文化共生のまちづくりへの外国人県民の 

参画促進 
・多文化共生を推進するための会議への外国人県民参加

の促進

 
具体的施策

ＫＰＩ

 令和７年度 
（12 月末時点）

令和 11 年度末

 （１）地域社会との交流に根ざした留学生の地域への定着促進 
・外国人留学生を支援する団体（学校を含む）と連携した 
地域に愛着を持ってもらうための取組の検討

－ ・外国人留学生

を対象として地

元定着に向けた

取組への広報支

援　年１回以上
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第４章　推進体制 
　　多文化共生社会を実現するためには、国・県・市町村、国際交流・協力団体や

学校、事業者がそれぞれの役割を踏まえ、連携・協働を図ることが必要です。各

主体の役割分担を明確にするとともに、推進体制の整備を進めていきます。 

１　行政の役割（県・市町村・学校） 

　県 
本県の多文化共生の方針の明示と周知、浸透に努め、本プランに基づく具体

的な施策実施を推進していきます。推進にあたっては、県庁職員の多文化共生

に対する意識改革に向けた啓発を実施するとともに、教育・労働・福祉など多

分野にまたがることから、各部局と連携して取り組みます。 
また、国や他自治体等の情報を収集し、県民及び市町村や事業者、関連団体

等に情報発信するとともに、多文化共生の取組の重要性について、県民へ周知

します。 
外国人材の受け入れと定着に向けた事業者のニーズを踏まえた取組へのサポ

ートをはじめ、県内の多文化共生に関わる様々な団体と連携・協働します。 
市町村に対しては、情報共有や財政支援等により、市町村主体の多文化共生

施策を促進し、市町村単独では対応が困難な広域的な課題の解決に向けて積極

的に取り組みます。 
 

市町村 
市町村は、外国人県民に最も身近な行政機関であり、多文化共生の地域づく

りにおいて最も重要な主体です。地域における外国人県民の現状を把握し、外

国人県民が適切に行政サービスを受けられるよう、庁内横断的な体制を整備す

ることが求められます。 
地域住民の多文化共生に向けた意識醸成を図り、外国人県民と日本人県民が

共に参加・活躍できる地域づくりを推進することが求められます。 
地域社会で重要な役割を果たす町内会・自治会など多様な主体との連携・協

働のため、地域リソースを的確に把握するとともに、関係者同士の情報共有・

協議の場を設けるなどの取組が求められます。 
 

学校 
日本語教育を必要とする外国人児童生徒等に対し、必要な教育環境を整備す

ることが期待されます。 
外国人児童生徒等及び日本人児童生徒に対し、異文化理解・多文化共生の考

えに基づく教育を推進することが期待されます。 
留学生が在籍する専門学校・大学等においては、地域や企業等と連携して、

学生の地域社会への参画を進め、交流機会を確保することで、多様性を尊重す

る地域社会づくりに貢献することが望まれます。 
 
２　公益財団法人　高知県国際交流協会（協会が運営する高知県外国人生活相談セ

ンター含む）の役割 

多文化共生に関する専門性や経験を活かして、地域の多文化共生や国際交流
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の推進に向けた情報やノウハウの提供を行うとともに、民間団体間の相互交流

や在住外国人及び事業所からの相談対応等の支援が期待されます。 

 
３　事業者の役割 

外国人材の受け入れは、事業者における人手不足の解消につながることはも

とより、事業規模の拡大や新たなイノベーションが生まれてくる可能性があり

ます。このため、受け入れ事業者は、就労環境や生活環境の整備をはじめ、お

互いの価値観や異文化を理解する環境づくりや、外国人材が地域社会に溶け込

めるよう、取り組むことが期待されます。 
 

４　県民の役割 

全ての県民が国籍に関わらず、共生できる社会を築くためには、お互いを尊

重し、それぞれの文化や生活習慣の違いを認め合い、多様性を受け入れること

が重要です。そのため、日本人県民においては、県民一人ひとりが、地域や学

校、職場での交流や、やさしい日本語によるコミュニケーションを取ることが

大事です。外国人県民においても、日本の制度や生活に関する習慣やマナーを

知るとともに、地域社会の一員として、地域活動等にも参加することが期待さ

れます。また、日本人も外国人も多文化共生社会を共に創る当事者としての意

識を持つことが期待されます。 
 

５　国に求める役割 

・育成就労制度及び特定技能制度について 
地方の人材不足が深刻化する中、育成就労制度については、国と地方の適

切な役割分担のもと、各地域の実情を踏まえた制度設計と運用が重要です。

どのような外国人材をどの程度受け入れるのか、また受け入れ後に進めるべ

き共生施策について、客観的なデータに基づく整理と、国民的な合意形成が

期待されます。 
 
・外国人の受入環境整備について 

外国人の受け入れに当たっては、国、自治体、事業者がそれぞれの役割を

果たしながら連携して取り組むことが求められます。特に、自治体や事業者

の枠を超えて対応すべき課題については、国が主体となって制度設計や運

用、必要な財源措置等が期待されます。 
 

・基本法の制定と司令塔となる組織の設置について 
育成就労制度への円滑な移行や外国人の受入環境整備を着実に進めるた

め、外国人の受入及び多文化共生施策の根幹となる基本法の早期制定と、国

全体を俯瞰して調整を行う司令塔となる組織の設置が期待されます。 
 

６　推進体制 

以下の会議などにより、関係機関等がそれぞれ情報交換等を行いながら多文

化共生社会の実現に向けた取組を進めます。 
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なお、本プランに掲げる施策の取組状況については、高知県多文化共生推進

会議などでの意見や評価を得ながら、高知県外国人材活躍・多文化共生推進庁

内会議でフォローアップを行います。 

  

○ 高知県外国人材活躍・多文化共生推進庁内会議 

副知事を議長として、各部局等の副部長級で構成する庁内会議を開催し、

プランに基づく施策にかかる取組状況の確認や各部局間の連絡調整等を行い

ます。 

○ 高知県多文化共生推進会議 

学識経験者や学校教育関係者、外国人や事業主の支援を行う団体の関係

者、外国人県民等の各分野の有識者から、プランに掲げる施策の取組状況や

多文化共生推進施策についての意見をいただきます。 

○ 市町村多文化共生担当課長会 

県・市町村が連携し、多文化共生推進に向けた取組を進めます。 

○ 関係団体との意見交換 

外国人や事業主の支援を行う団体等との意見交換会等を実施し、関係機関

と連携しながら、情報共有を進めます。 
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１　国における外国人政策 

平成５（1993）年：技能実習制度の創設 

「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」（法務大臣告

示）が施行され、「我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上

地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに協力

すること。」を目的として、技能実習制度が創設されました。 

当初の技能実習の期間は、研修１年＋技能実習１年の２年間でしたが、平成 9

年の制度改正により研修１年＋技能実習２年で３年間と技能実習の期間が延長

されていました。 

また、令和元年の制度改正において、優良と認められる監理団体、技能実習

機関はさらに２年間延長できることとなり、現在は最大５年間の受入れが可能

となっています。 

 

平成 18（2006）年：「生活者としての外国人に関する総合的対応策」の決定 

外国人が労働者としてだけでなく、日本社会に生活者として定着できるよ

う、社会的統合を進めるための政策が推進され、これにより、外国人の生活支

援や日本語教育の重要性が増し、地方自治体の役割が強調されるようになりま

した。 

 

平成 30（2018）年：「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の決定 

新たな在留資格である「特定技能」が創設されたことなどを踏まえ、外国人

材の受入れ・共生のための取組を政府一丸となり、より強力に、かつ包括的に

推進していく観点から「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」にお

いて、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（以下「総合的対応

策」）が取りまとめられました。 

総合的対応策は、外国人材を適正に受入れ、共生社会の実現を図ることによ

り、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目

的を達成するため、外国人材の受入れ・共生に関して目指すべき方向を示すも

のです。 

 

令和元（2019）年：特定技能制度の創設 

中小・小規模事業者を始めとした人手不足が深刻化する中、生産性の向上や

国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況

にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人

材を労働者として受入れる仕組みとなる、新たな在留資格「特定技能」が創設

されました。 
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令和２（2020）年：日本語教育推進法の制定 

外国人との共生社会実現に向け、外国人に対する日本語教育の充実を図るた

めの法律が成立し、地方自治体には、地域の実情に応じた日本語教育施策を策

定する責務が課され、国と地方の協力による実施が求められるようになりまし

た。 

 

令和６（2024）年：育成就労制度の創設 

技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が

国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設

されました（令和９（2027）年４月施行予定）。｢育成就労産業分野（育成就労

制度の受入れ分野）」において、我が国での３年間の就労を通じて特定技能１

号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保

することを目的としています。現行の技能実習制度では、基本的に本人の意向

による転籍が認められていませんでしたが、育成就労制度では、一定の要件を

満せば場合最短 1年で転籍可能となるため、地域に定着してもらうための取組

がより重要となります。 

 

２　本県におけるこれまでの取組と課題 

（１）これまでの取組 

本県では、平成７年に高知県国際交流推進ビジョンを策定し、本県の特性を

生かした国際交流を総合的かつ効果的に推進してきました。また、県内では、

人口減少等に伴い人手不足が進行する中、外国人を貴重な人材として受け入れ

るとともに、地域への定着を図ってきました。 

高知県外国人材確保・活躍戦略の策定（計画期間：令和３～５年度） 

県内では、人口減少等に伴い人手不足が進行する中、各産業を維持・発展させ

ていく上で、外国人を貴重な人材として受け入れるとともに、地域社会の一員と

して受け入れ、定着を図るため、「高知県外国人材確保・活躍戦略」を策定しま

した。 

当戦略では、「優秀な人材の確保」、「就労相談体制の充実」、「地域の一員

としての受入体制の充実」を柱に掲げ、全庁あげて取組を進めてきました。 

 

第２期高知県外国人材受入・活躍推進プランの策定（計画期間：令和６～７年

度） 

これまでの取組において顕在化した課題や国の動向を踏まえるとともに、賃金

水準が都市部に比べて相対的に低い本県が、「外国人材から選ばれる高知県」と

なることを目指すことが必要です。 
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外国人材が「暮らしやすい」「働きやすい」「学びやすい」環境づくりの取り組

みを一段高めることで、本県で働く外国人材の満足度をさらに向上させ、本県へ

の定着を図るため、「第２期高知県外国人材受入・活躍推進プラン」を策定しま

した。 

 

日本語教育の推進（令和元年成立・令和４年策定）・高知県における日本語教育

の推進に関する基本的な方針の策定（方針期間：令和４～７年度） 

日本語教育推進法に基づき、日本語教育の充実を図るための基本方針を策定。

外国人との共生社会の実現を目指し、地域の実情に応じた日本語教育の実施を進

めています。 

　推進法では地方自治体に「日本語教育の推進に関し、地域の実情に応じた施策

を策定、実施する責務(第５条)」を有すると規定しており、また「国の方針を参

酌し、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本

的な方針を定めるよう努める(第 11 条)」といった努力義務が規定されました。こ

のような状況を踏まえて、本県における日本語教育の充実を図り、外国人との共

生社会の実現を目指すため、令和４年３月に令和４年度から令和７年度の４年間

を計画期間とする「高知県における日本語教育の推進に関する基本的な方針」を

策定しました。目指す姿の実現に向け、３つの施策の柱を方針として定め、柱ご

とに具体的な取組を行いました。 

柱１　日本語教育の機会の充実 
　　　県内における全ての外国人県民が必要な日本語教育を受けられる環境づ

くりを目指して、教育・就労・生活それぞれの場面での日本語教育の機会

づくりに取組みました。 
　　　　　教育では、幼児、児童、生徒等を対象に公立学校における受入体制の充

実、日本語指導教員等の資質能力の向上、国際理解・国際親善教育の水林

等適切な教育機会の確保に取組んできました。 
　　　就労については、大学留学生に対するビジネス日本語の習得や県内就

職に繋がる仕組みづくりに取組んできました。また外国人材を雇用する事

業者によるコミュニケーションの促進や職務に必要な日本語教育を通じて、

働きやすい職場環境整備への支援に取組んできました。 
　　　 地域の生活者に対する日本語教育については、市町村や各団体等との連

携体制を構築するため、県に配置する日本語教育総括コーディネーターを

中心とした地域日本語教室の開設運営支援や空白地域への対応に取組んで

きました。 
 
柱２　日本語教育に関する理解と関心の増進等 
　　　共生社会につながる県民の意識づくりのため、県の広報媒体を活用して

県民に日本語教育の重要性の理解及びやさしい日本語の活用に対する理解

を深めてもらう機会を提供しました。また外国人材を雇用する事業者に対

し、職場内での外国人材と日本人双方の効果的なコミュニケーションが行

える職場づくりに向けた支援を実施しました。 
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柱３　日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上 
　　　　地域日本語教室におけるボランティアや学校現場における日本語指導教

員等、日本語教育を担う人材への情報提供やスキルアップのための支援を

行うとともに、市町村への優良事例の横展開や国の政策動向等の周知を通

じて日本語教育に関する情報を共有に努めてきました。 

 

（２）課題 

　　　プラン策定にあたり、「第２期高知県外国人材受入・活躍推進プラン」と

「高知県における日本語教育の推進に関する基本的な方針取組の基本方針」の

課題及び「高知県多文化共生推進会議（以下「推進会議」という。）」で出さ

れた意見やアンケート調査等を踏まえ、プランの各柱Ⅰ～Ⅳにわけて課題の抽

出を行いました。 
 

Ⅰ　受入促進 
　 

●「第２期高知県外国人材受入・活躍推進プラン」での課題 
・国内外における人材獲得競争が激化している 
・人手不足により、事業継続が難しくなっている事業者がいる 
・在留資格別の受入れ体制の整備 

 
Ⅱ　コミュニケーション支援 

 
●「第２期高知県外国人材受入・活躍推進プラン」での課題 
・「学びやすい環境づくり」での取組について 
市町村において地域日本語教室開設の必要性が広く認識されていない。 

 
●「高知県における日本語教育の推進に関する基本的な方針取組の基本方針」での課題 
・「柱２　日本語教育に関する理解と関心の増進」について 

やさしい日本語の取組については、外国人県民にとって最も身近な市町村の担当者は

じめ県民全体へ引き続き周知していくことが必要。 
・「柱３　日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上」について 

　　　市町村毎の取組に差があるため地域日本語教室開設が進んでいない地域がある。 
令和６年４月に開始された日本語教員の国家資格制度に基づく日本語教育に係る方向

性を注視しながら、今後の地域日本語教室及び外国人材への日本語教育の方針を定め

る必要がある。 
 

●推進会議での主な意見 
・日本語教員の国家資格化も踏まえ、日本語教員という職の魅力の発信も必要ではない 
　か 
・外国人が高知県で生活を始める時の手続き及びゴミ出しや交通ルールなどを含む知っ

ておくべきことをチェックするリストが必要。市町村毎にアレンジ可能にした方がよ

い 
・ウェルカムパッケージに税金や社会保険料の支払い時期、日本の教育制度や学校入学

時の準備物について記載してほしい 
・やさしい日本語を普及する対象としては、外国人保護者をかかえる学校や保育園は優

先順位が高い。やさしい日本語だけでは対応が難しい場合があるため、通訳支援事業

の活用周知を市町村に行った方がよい 
・外国人県民数が少ない市町村で生活している外国人県民の方が情報収集に困っている

可能性があるので、対応が必要 
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Ⅲ　外国人県民の生活支援 

 
●「第２期高知県外国人材受入・活躍推進プラン」での課題 
・令和９年度に施行される育成就労制度では、特定技能への移行により、より長く本県

で働くことが可能になる一方で、本人の意向により、最短１年で転籍可能となるため、

これまで以上に定着に向けた取組が重要となってくる 
・高知県外国人生活相談センターに寄せられる相談内容は、雇用・労働・子育て・教育

など多岐に渡っており、多くの課題が存在している 
・今後外国人材をはじめとする外国人県民の増加が見込まれる中、日本人県民への理解

促進も課題 
 

●「高知県における日本語教育の推進に関する基本的な方針取組の基本方針」での課題 
・「柱１　日本語教育の機会の充実」について 

　　　外国人児童・生徒への受け入れ体制については、市町村からの教員配置要望に対し国

から配分される定数が不足しているため配置が出来ない現状にある。仮に国から定数

措置された場合でも、教員不足のため確保が困難となっている。 
 

●推進会議での主な意見 
・就学前の子ども達への支援も重要なので、担当課を会議メンバーへ入れた方がよいの 
ではないか 

・高知市以外の外国人児童生徒等の状況を県として把握してほしい。また他国の学期の

修了時期によって外国籍の児童数が異なるので調査時期を考慮して欲しい 
・日本語指導が必要な児童生徒の指導にあたっては、県が指導の道筋やカリキュラム、

教材などを示して欲しい。 
・読み書きが苦手で学習に参加できない児童のケアも考えてもらいたい 
・医療に関する取組について、通訳サービスの充実だけでなく差別ない受入に向けた取

組を検討すべき 
 

Ⅳ　意識の醸成と地域活性化の推進 

　 

●「第２期高知県外国人材受入・活躍推進プラン」での課題 
・地域住民との交流や相互理解を深める取組は十分とは言えない 
・県民全体で多文化共生を支える意識の醸成が必要 

 
●「高知県における日本語教育の推進に関する基本的な方針取組の基本方針」での課題 

　　・日本語教育の充実に向けた取組を進めてきた一方で、日本語教育を通じた地域住民と

の交流や相互理解の促進が十分ではない 
・日本語教育の取組が地域づくりや地域活性化にまで広がらず、県民の多文化共生に対

する意識醸成が十分にできていない 
 

●推進会議での主な意見 
　・マスコミ等を活用しながら、外国人労働者の必要性について住民への理解啓発を強化

する必要があると感じる 
　　・高校生や大学生といった若い世代の多文化共生の意識醸成にも力を入れていくことが 

重要 
　　・地域づくりの担い手としての外国人県民の位置づけが必要 
　　・プランの実現に向けて活動する人や団体との連携も重要なので、各活動への支援や連

携、ネットワークの促進に対する取組の検討もお願いしたい 
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３　プランに関係する各種データ 

　 

（１）令和７年度県民世論調査　 

【調査方法等】 

実施時期：令和７年７月 28 日から８月 25日 

調査対象：県内全域の満 18 歳以上の県民 3,000 人（各市町村の「選挙人名簿」よ

り） 

回答者数：1,536 人 

【調査結果】 

質問１：「多文化共生」という言葉を知っていますか。 

 

「意味も含めて知っている」は 35.1%（539 人）、「聞いたことはあるが意味は

知らない」は 37.3%（573 人）であり、全回答者 1,536 人のうち 72.4%（1,112

人）の県民が一定程度、認知していることがわかりました。 

 

項 目 回答数 回答比率

１ 意味も含めて知っている 539 35.1

２ 聞いたことはあるが意味は知らない 573 37.3

３ 全く知らない 404 26.3

無回答 20 1.3
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・問２×問３ 

 

・質問２で「好ましい」または「どちらかといえば好ましい」と回答した方は、質

問３で「人手不足の解消につながると思う」を最も多く選択しており（154 人＋

315 人＝469 人）、外国人労働力の肯定的な側面が浮き彫りになりました。 

・質問２で「どちらかといえば好ましくない」または「好ましくない」と回答した

方は、質問３で「言葉や文化の違いによるトラブルが心配だと感じる」を最も多

く選択しており（188 人＋74人＝262 人）、外国人増加に対する不安が強く表れま

した。 
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減
少
す
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に

感
じ
る

外
国
人
向
け
サ
ー
ビ
ス
（
多
言
語
対
応
等
）
や
教
育
な
ど
、

社
会
的
負
担
が
増
え
る
と
思
う

緊
急
時
や
災
害
時
に
お
け
る
地
域
活
動
で
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き

な
い
か
不
安
に
感
じ
る

地
域
で
暮
ら
す
外
国
人
が
増
え
る
こ
と
に
漠
然
と
し
た
不
安

を
感
じ
る

そ
の
他

全体 1,536 906 584 556 368 399 742 234 225 413 372 51 

 59.0  38.0  36.2  24.0  26.0  48.3  15.2  14.6  26.9  24.2   3.3 

好ましい 204   154   131   124   104   108    40     8    24    37     4     3 

どちらかといえば好ましい 445   315   226   244   157   161   167    36    43    89    41     5 

どちらかといえば好ましく
ない

257   112    58    41    18    25   188    67    58   107   130     7 

好ましくない 111    21     5     7     4     6    74    45    35    52    73    19 

どちらともいえない 501   302   162   137    85    98   271    76    65   127   123    17 

外国人が身近に増える事についてどのような変化があると思いますか。
（当てはまるものすべてに○印）

【表の見方】
　上段＝回答数(人)
　下段＝比率(％)

全
体

県
内
に
住
む
外
国
人
が
年
々
増
加
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
ど
う
感
じ
て
い
る
か

質問２：県内に住む外国人が年々増加していることについて、あなたはどう感じてい

ますか。

質問３：外国人が身近に増えることについてどのような変化があると思いますか 

（該当全てに○）
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（２）外国人県民へのアンケート調査 

 

【調査方法等】 

　実施時期：令和７年８月 22 日～10 月４日 

調査対象：外国人県民 

実施方法：web アンケート 

回答者：142 人 

　実施言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、インドネシア語 

 

【調査結果】 

 

 

質問１ 在留資格を教えてください。１つだけ選んでください。 回答数
技術・人文知識・国際業務 2
特定技能 56
技能実習 32
留学 36
家族滞在 1
特定活動 4
永住者 5
日本人の配偶者等 3
定住者 0
特別永住者 0
その他 0
不明 3

合計 142

質問２ 高知に来て何年ですか。 回答数
１年未満 48
１年以上２年未満 38
２年以上３年未満 23
３年以上４年未満 3
４年以上５年未満 6
５年 1
６年 6
８年 3
10年以上 6
不明 8

合計 142
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「その他」の内容：分からない／状況による／契約が終了するまで／未定 

 

 
 

「その他」の主な内容： 

困らなかった／経済的な価格で市内中心部に近いホテルを見つけるのはかなり難

しい／保証人はいない／私は夫と暮らしています。彼は日本人です。彼はあらゆる

面倒を見てくれました／先輩が手伝ってくれたので、特に難しいことはなかった 

 

質問３ 高知県に住み続けたいですか？１つだけ選んでください。 回答数
住み続けたい 103
高知県以外に住みたい 23
自分の国に帰りたい 10
その他 5
不明 1

合計 142

質問４
住宅を確保するときに困ったことはありますか。あてはまるもの
をすべて選んでください。

回答数

会社や大学が準備してくれたので、困らなかった 119
言葉が通じず、書類などの内容が分からなかった 7
どのように探していいか分からなかった 13
その他 8

合計 147
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「その他」の主な内容： 

まだ病院に行ってない／受診時に問題なかった／病院に行ったことがないが、行

くことになっても会社が手助けしてくれる／会社が連れて行ってくれている／一人

でできる 

 

質問５
病院で治療や診療を受ける時に困ったことを教えてください。あ
てはまるものをすべて選んでください。

回答数

自分の症状に合う診察や治療を受けられる病院がどこにあるか分
からなかった

31

病院で症状を正確に伝えられなかった 31
言葉が通じる病院がどこにあるか分からなかった 30
病院の受付でうまく話せなかったり、病院の書類が読めなかった
り、書けなかったりした

24

母国等に比べて医療費が高かった 18
診断結果や治療方法が分からなかった 10
健康・医療について気軽に相談できるところがなかった 13
病院での手続が分からなかった 16
保険が適用されるかどうか分からなかった 7
病院や薬局で出される薬の飲み方や使い方が分からなかった 2
医療保険に加入できていなかった 2
その他 28

合計 212
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「その他」の主な内容： 

災害をまだ経験していないので、分からない／私の学校は、自然災害に関するあ

らゆる困難にどう対処するかを教えてくれた／避難場所から遠く離れた場所にい

て、自転車を持っていない人を避難させることができる公共交通機関があるかどう

かわからない／自分で検索できる／周りの人が助け合っているから問題ない／災害

が発生したときに最初にとるべき行動がわからない 

 

 

質問６
あなたが過去１年間に災害（地震や津波、台風、大雨など）で
困ったことを教えてください。あてはまるものをすべて選んでく
ださい。

回答数

信頼できる情報をどこから得ればよいか分からなかった 22
避難場所が分からなかった 19
警報・注意報などの避難に関する情報が、多言語で発信されてい
ないため分からなかった

22

被災後の支援策があっても、利用方法・申請方法が分からなかっ
た

27

災害について相談できる場所が分からなかった 8
避難所がどのようなものか分からなかった 14
困ったときに頼れる人がいなかった 7
被災後の支援策があっても、情報が多言語で発信されていないた
め分からなかった

13

情報の入手に時間がかかった 7
救急車の利用方法が分からなかった 13
日本における災害がどういうものか分からなかった 17
その他 27

合計 196

質問７ 災害などの情報がやさしい日本語で発信されても分かりますか。 回答数
分かる 123
分からない 18
未回答 1

合計 142
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「その他」の主な内容： 

日本語学校／子どもを連れてきて一緒に暮らしたい 

 

 

質問８
（子どもがいる方のみ）あなたの子どもはどの学校や保育園に
通っていますか。当てはまるものを選んでください。

回答数

高知県の幼稚園・保育所等に通っている 8
高知県の小学校に通っている 5
高知県の中学校に通っている（夜間中学を含む） 2
高知県の高校（通信制高校を含む）に通っている 5
高知県の大学・大学院に通っている 1
高知県の学校（小学校・中学校・高校・大学・大学院以外）に
通っている

1

卒業して通っていない 2
通いたいが、通っていない 3
高知県以外の学校（小学校・中学校・高校・大学・大学院以外）
に通っている

1

その他 2
合計 30

質問９
（子どもがいる方のみ）あなたが子育てについて困っていること
を教えてください 。あてはまるものをすべて選んでください。

0

養育費が高い 4
子どもが私の母語・母文化を十分に理解してない 4
子どもが日本語を十分に理解できない 1
学校・保育所・幼稚園などの先生とのコミュニケーションがうま
くとれない

4

教育や子育てについての悩みを相談できるところや人がいない 1
保育所や幼稚園等に子どもを入所させる方法がわからない 2
学校・保育所・幼稚園などからの連絡文書が理解できない 1
子どもを預けようとしたが断られた 0
育児を理由として仕事上で不利益な扱いを受ける 0
子育てに関する情報が得られない 0
子どもが学校・保育所・幼稚園等になじめない（いじめられてい
る）

0

特に困ったことはない 9
その他 0

合計 26
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質問 11：その他、高知県に住んでいて困ったことがあれば、記入してください。　 

主な回答： 

賃金が安い　７件／食品や物価が高い　４件／公共交通が不便　２件 

／宗教関係（ハラール食材や宗教施設がない）　２件 

その他 

・総合的な相談窓口が欲しい 

・転職したいとき、新しい職場探しが難しい 

・ベトナム人が交流できる団体やサークルがなく、ベトナム人向けの日本語教室も

ありません。ベトナム人が困ったときに、どの団体に相談すればよいのか分から

ない 

・平等に扱われて欲しい。外国人であるという理由だけで差別されたり、偏見を持

たれたりすることがあってはならないと思う 

・生活に関する教育はまだ非常に限られている。関連団体と連携していくを願う 

・インドネシア産食材の販売を増やしてほしい 
 

質問10
（子どもがいる方のみ）子育てや教育の情報をどこから入手して
いますか。あてはまるものをすべて選んでください。

回答数

家族・親族・友人・知人 9
ＳＮＳ 4
公的機関（市区町村・都道府県・国）の窓口 5
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 1
公的機関のウェブサイト・広報・発行物 6
職場 1
学校 6
特定技能の関係機関・団体等（監理団体・登録支援機関等） 2
大使館・領事館 1
国際交流協会・ＮＰＯ等 0
どこから入手すればいいかわからない 2
その他 0

合計 37
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（３）高知県外国人雇用実態調査 

県内事業所における外国人材の雇用状況やニーズ、行政に求める支援策等を

把握し外国人材の受入拡大に向けた施策を検討するための基礎資料とすることを

目的に、令和５年度に「高知県外国人雇用実態調査」(以下「雇用実態調査」)を

実施した。 

【調査方法・回答結果等】 

　調査時点：令和５年８月１日時点　　調査期間：令和５年９月 20 日～10 月 13 日 

調査対象及び回答結果 

 

※「技能実習」や「特定技能」の受入対象職種に関連する業種を中心に、その他の業種も含め有為抽出 

【結果の概要】 

　　ア　事業所調査の集計結果及び分析 

　　（ア）従業員の充足状況 

　　　　　「適正」が 41.3％（474 事業所）と最も高く、次いで「やや不足」が

39.8％（457 事業所）、「不足」が 15.8％（181 事業所）となっている。

「不足」と「やや不足」を合計すると 55.6％となり、半数以上の事業所が

人手不足と回答している。 

 

 

 

（イ）外国人の雇用状況　 
 

　　　 「現在、外国人労働者を雇用している」と回答した事業所は 157 事業所

（13.7％）で、これらの事業所で雇用されている外国人労働者数は合計

1,258 人であった。「現在は雇用していないが、今後の雇用を検討してい

る、あるいは興味がある」と回答した事業所は 113 事業所（9.9％）であっ

た。「今後も雇用を考えていない」と回答した事業所は 7割を超えるが、中

には制度に対する理解が十分ではない事業所も存在していると考えられるこ

とから、今後さらなる情報発信が必要であると考える。 
n＝1,145 

 

 

 

 

 

 送付数 回答数 回収率

 事業所 3,000※ 1,163 38.8％

 監理団体 23 21 91.3％

 過剰 やや過剰 適正 やや不足 不足

 4 

（0.3％）

32 

（2.8％）

474 

（41.3％）

457 

（39.8％）

181 

（15.8％）

 現在、雇用している 157（13.7％）

 今後雇用を検討している、あるいは興味がある 113（ 9.9％）

 雇用していたことがあったが、現在は雇用していない 44（ 3.8％）

 現在雇用しておらず、今後も雇用は考えていない 831（72.6％）
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（ウ）雇用を始めた理由、（雇用を検討している場合は）雇用したい理由 

「日本人だけでは人材確保が困難」との回答が 79.8％（197 件）と最も割合

が高く、次いで「能力・人柄（勤勉さ・真面目さ）が優れている」が 28.3％

（70 件）、「人件費などコスト削減」が 10.5％（26 件）となっており、人手不

足の現実的な解決策として、外国人材の雇用が進んでいる状況がうかがえる。 

 
n＝247（2 つまで複数回答） 

　　　 

 

 

（エ）雇用していない理由　 

　　　「社内の体制が整っていない（指導・育成のノウハウがない）」との回答が　

40.5％（122 件）と最も割合が高く、次いで「言語などコミュニケーション面で

不安がある」が 35.2％（106 件）となっており、指導者の育成や言葉の壁をな

くす取組への支援が必要と考えられる。 

　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝301（2 つまで複数回答） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（オ）雇用した外国人に対する評価 

　「仕事に対する姿勢」、「技能習得の速度」、「社内での協調性」のいずれ

についても、「満足」または「やや満足」と回答した割合が約 8割前後であ

り、外国人材を受け入れている事業者の満足度が高いことがうかがえる。 

このことは、今後の外国人雇用に関する啓発活動において重要な説明材料にな

ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 日本人だけでは人材確保が困難 197（79.8％）

 能力・人柄（勤勉さ・真面目さ）が優れている 70（28.3％）

 人件費などコスト削減 26（10.5％）

 社内の体制が整っていない（指導・育成のノウハウがない） 122（40.5％）

 言語などコミュニケーション面で不安がある 106（35.2％）

 人員が充足している 70（23.3％）

 日本人を優先して雇用したい 64（21.3％）

 仕事に対する姿勢 技能習得の速度 社内での協調性

 満足 84（53.5％） 60（38.7％） 74（47.1％）

 やや満足 50（31.8％） 61（39.4％） 54（34.4％）

 どちらともいえない 20（12.7％） 28（18.1％） 25（15.9％）

 やや不満 2 （1.3％） 5 （3.2％） 4 （2.5％）

 不満 1 （0.6％） 1 （0.6％） 0 （0.0％）

n＝157　　　　　　　　　n＝155　　　　　　　　　　n＝157　
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（カ）外国人の受入れにおいて困っている・懸念されること 

　a　採用活動 

　　　　　「採用する際のコストが大きい」が 36.8％（95件）と最も割合が高く、次

いで、「人柄や能力の実証がなされないまま、正式採用とすることに不安が

ある」が 34.5％（89件）、「申請書類の作成（実習計画認定申請や入国・

在留諸　申請）に手間がかかる」が 26.4％（68件）となっている。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　 

　　　 

 

 

 

b　職場・雇用環境 

「日本語でのコミュニケーションがとりづらい」が 43.8％（114 件）と

最も割合が高く、次いで、「社内の受入体制（指導・育成）の整備」が

31.9％（83 件）、「失踪や転職、自己都合での退職（帰国）など定着面で

の問題」が 27.7％（72件）となっていることから、入国前及び入国後の日

本語教育の充実などコミュニケーションの壁をなくす取組や社内での受入

れにあたり、日本人従業員も含めて、人材を育成するための指導者の育成

が必要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

c　日常生活 

　　　　「住まいの確保」が 37.8％（95 件）と最も割合が高く、次いで「けがや病

気、災害時への対応」が 25.5％（64 件）、「日常生活を送ることができる程

度の日本語の習得ができていない」が 23.5％（59 件）となっている。住まい

の確保や日本語習得に対する取組への支援の充実が必要と考えられる。 

 

 

採
用
活
動

採用する際のコストが大きい 95（36.8％）

 人柄や能力の実証がなされないまま、正式採用とすることに不

安がある

89（34.5％）

 申請書類の作成（実習計画認定申請や入国・在留諸申請）に手

間がかかる

68（26.4％）

 採用方法・制度がわからない 35（13.6％）

 相談先が分からない 28（10.9％）

 
職
場
・
雇
用
環
境

日本語でのコミュニケーションがとりづらい 114（43.8％）

 社内の受入体制（指導・育成）の整備 83（31.9％）

 失踪や転職、自己都合での退職（帰国）など定着面での問題 72（27.7％）

 雇用継続のコストが大きい 46（17.7％）

 文化や習慣、宗教の違いへの対応 44（16.9％）

 従業員同士のトラブルへの対応 17（6.5％）

n＝258（2 つまで複数回答）

n＝260（2 つまで複数回答）
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　（キ）雇用に関する相談先 

　　　　　　「監理団体・登録支援機関（県外）」が 24.5％（63 件）、「監理団体・

登録支援機関（県内）」が 24.1％（62 件）と割合が高く、次に多いのは

「民間職業紹介会社」の 9.3％（24 件）であった。「相談先がわからな

い」が 7.4％（19 件）となっていることから、高知県外国人生活相談セン

ター（ココフォーレ）のさらなる認知度向上の取組が必要と考える。 

　　　　　　　　　　　　　          n＝257（3 つまで複数回答） 

 

 

 

　（ク）雇用にかかる費用 

a　外国人と日本人労働者の賃金差 

「同じ」は 64.4％（96 事業所）、「異なる」は 35.6％（53 事業所）で

あり、半数以上の事業者が、日本人と外国人の間の賃金格差を設けていな

いことが分かった。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝149 

　　　 

 

　　　　　ｂ　１人当たりの雇用にかかる初期費用（渡航費、健康診断、ビザ申請な

ど） 

「20 万円未満」が 33.3％（45 件）と最も高く、次いで「20 万円以上

30 万円未満」が 27.4％（37 件）、「50 万円以上」が 13.3％（18件）と

なっている。 

 

 

 常生住まいの確保 95（37.8％）

 けがや病気、災害時への対応 64（25.5％）

 日常生活を送ることができる程度の日本語の習得ができていない 59（23.5％）

 生活に関わる施設や資料の多言語対応が進んでいない 57（22.7％）

 地域社会（住民）の理解を得ること 22（8.8％）

 地域との交流機会が少ない 15（6.0％）

 監理団体、登録支援機関（県外） 63（24.5％）

 監理団体・登録支援機関（県内） 62（24.1％）

 民間職業紹介会社 24 （9.3％）

 相談先が分からない 19 （7.4％）

 同じ 96（64.4％）

 異なる 53（35.6％）

n＝251（2 つまで複数回答）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝199 

 

 

 

（ケ）住環境 

　　　　a　住居 

　　「事業所が借り上げた住居（民間の賃貸住宅）」が 42.9％（63 件）と最

も高く、次いで「事業所が所有する住宅」が 38.8％（57 件）、「外国人本

人（またはその家族）が借り上げた住宅（民間の賃貸住宅）」が 15.0％と

なっている。 

　　　技能実習制度では、受入事業所が住居を確保する必要があるため、技能

実習の割合が高い本県の実情が反映されたものと思われる。 

n＝147（あてはまるものすべて回答） 

 

 

 

 

 

b　住居を確保するに当たっての課題　 

「特に課題はない」が 48.9％（68件）と最も高くなっているものの、

「事業所の近隣に適当な物件がない」が 34.5％（48件）、「（持ち主が）

物件を貸してくれない」が 20.1％（28件）と高くなっている。住居確保に

ついては、今後、基礎的自治体である市町村と連携し対応策を検討してい

く必要があると考える。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝139（2 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 20 万円未満 20 万円以上 

30 万円未満

30 万円以上 

35 万円未満

35 万円以上 

40 万円未満

40 万円以上 

50 万円未満

50 万円以上 

 45

（33.3％）

37

（27.4％）

15

（11.1％）

7 

（5.2％）

13 

（9.6％）

18

（13.3％）

 事業所が借り上げた住居（民間の賃貸住宅） 63（42.9％）

 事業所が所有する住宅 57（38.8％）

 外国人本人（またはその家族）が借り上げた住宅（民間の賃貸

住宅）

22（15.0％）

 外国人本人（またはその家族）が所有する住宅 14 （9.5％）

 外国人本人（またはその家族）が借り上げた住宅（公営住宅） 5 （3.4％）

 事業所の近隣に適当な物件がない 48（34.5％）

 物件を貸してくれない 28（20.1％）

 外国人本人またはその家族が確保しているため課題の有無を把握

していない

10 （7.2％）

 日本人が入居することに比べて保証人の確保が困難 8 （5.8％）

 特に課題はない 68（48.9％）
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c　１人当たりに確保されている居室 

「１人１部屋（台所・風呂・トイレ等の共用あり）」が 43.8％（64件）

と最も高く、次いで「複数人が１部屋で寝泊まりしている」が 28.1％（41

件）、「外国人本人またはその家族が所有・賃借しているため把握してい

ない」が 17.8％（26 件）となっている。　 

 

 

 

 

（コ）行政に求める支援策 

県に求める支援策は「補助金等」が 34.2 ％（49 件）と最も高く、次い

で「相談対応・情報提供」が 16.8％（24 件）、「住宅の確保」が 14.7％

（21 件）となっており、財政面での支援を求める事業所が多い。市町村に

求める支援策は「住宅の確保」が 31.0％（66 件）と最も高く、次いで「補

助金等」が 18.3％（39件）、「相談対応・情報提供」が 11.3％（24 件）

となっていることから、市町村と連携し住宅確保など必要とされる支援を

行うことが必要であると考えられる。　 

　　　　　　　県（n＝133）　市町村（n＝200）（自由記述による回答を分類） 

　　　 

 

 

 

 

イ　監理団体調査の集計結果及び分析 

　　 （ア）県内事業所における外国人の受入ニーズ（直近２～３年） 

　　　　　「増加していると感じる」が 52.4％（11件）と最も高く、次いで「横

ばいの状況であると感じる」が 42.9％（9件）、「わからない」が 4.8％

（１件）となっており、人手不足の対応の一つとして外国人材の受入れが

浸透しつつある状況がうかがえる。 

 

 

 

 

 １人１部屋（台所・風呂・トイレ等の共用あり） 64（43.8％）

 複数人が１部屋で寝泊まりしている 41（28.1％）

 外国人本人またはその家族が所有・賃借しているため把握していない 26（17.8％）

 １人１部屋（台所・風呂・トイレ等の共用なし） 20（13.7％）

 県 市町村

 補助金等 49（34.2％） 39（18.3％）

 相談対応・情報提供 24（16.8％） 24（11.3％）

 住宅の確保 21（14.7％） 66（31.0％）

 日本語教育 8 （5.6％） 19 （8.9％）

 地域・外国人同士の交流 6 （4.2％） 23（10.8％）

 多言語対応 6 （4.2％） 9 （4.2％）

n＝139（あてはまるものすべて回答）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝21 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

　　 

　　　（イ）円安、地域間競争などによる優秀な外国人材確保への影響 

「以前ほど優秀な外国人材が集まらなくなってきている」が 57.1％、

「影響はなく、優秀な外国人材を確保できている」42.9％となってい

る。国際間では、円安等の影響で我が国の魅力が相対的に低下している

こと、国内では、本県と都市部との賃金格差の存在が一定影響している

のではないか考えられる。　　　　　　 

n＝21 

 

 

　（ウ）今後、特定技能での受入れが有望と思われる送出国 

　インドネシアが 69.2％（９件）と最も高く、次いでベトナム及びミャ

ンマーが 30.8％（４件）、インドが 23.1％（３件）の順となってい

る。　 

n＝21　3 つまで複数回答 

　　　 

 

 

 

 

 

 

（エ）外国人材を安定して受入れるため、県内事業所に求められる取組 

　　　　　a　賃金に関する取組 

 「賃金引上げ」が 33.3％（６件）と最も高く、次いで「能力に応じた

賃金設定」が 22.2%（４件）、「能力評価制度の導入」が 11.1％（２

件）となっている。外国人材の能力を適正に評価し、能力や働きぶりに

応じた賃金設定の重要性に着目していることがうかがえる。　 

 

 増加していると感じる 11（52.4％）

 横ばいの状況であると感じる 9（42.9％）

 減少していると感じる 0 （0.0％）

 わからない 1 （4.8％）

 以前ほど優秀な外国人材が集まらなくなってきている 12（57.1％）

 影響はなく、優秀な外国人材を確保できている 9（42.9％）

 インドネシア 9（69.2％）

 ベトナム 4（30.8％）

 ミャンマー 4（30.8％）

 インド 3（23.1％）

 フィリピン 2（15.4％）

 カンボジア 1 （7.7％）

 ネパール 1 （7.7％）

 東ティモール 1 （7.7％）
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　　　　　　　　n＝17（自由記述による回答を分類） 

 

 

 

 

　　　　　b　賃金以外に関する取組 

 「住環境整備」、「地域・外国人同士の交流」が 26.7％（４件）と最

も高く、次いで「資格取得（スキルアップ）の支援」、「体制整備」が

13.3％（２件）となっていることから、事業所における住環境整備や交

流促進の取組の検討が必要と考えられる。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝14（自由記述による回答を分類） 

 　 

　　（オ）監理団体が行政に求める支援策 

県に求める支援策は「補助金等」が 23.3 ％（7件）と最も高く、次いで

「住宅の確保」が 16.7％（5件）となっており、財政面での支援を求める監

理団体が多い。市町村に求める支援策は事業所と同様に「住宅の確保」が

29.4％（10件）と最も高く、次いで「相談対応・情報提供」が 17.6％（6

件）となっていることから、市町村と連携しながら、住宅確保など必要とさ

れる支援を行うことが必要と考えられる。 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 賃金引上げ 6（33.3％）

 能力に応じた賃金設定 4（22.2％）

 能力評価制度の導入 2（11.1％）

 手取金額の引上げ 1 （5.6％）

 住環境整備 4（26.7％）

 地域・外国人同士の交流 4（26.7％）

 資格取得（スキルアップ）の支援 2（13.3％）

 受入体制整備 2（13.3％）

 県 市町村

 補助金等 7（23.3％） 4（11.8％）

 住宅の確保 5（16.7％） 10（29.4％）

 相談対応・情報提供 3（10.0％） 6（17.6％）

 多言語対応 3（10.0％） 3 （8.8％）

 日本語教育 2 （6.7％） 2 （5.9％）

 地域・外国人同士の交流 0 （0.0％） 4（11.8％）

　n＝18（自由記述による回答を分類） 
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４　計画の策定経過 

令和７年 

６月 12 日　令和７年度第１回高知県外国人材活躍・多文化共生推進庁内会議 

６月 27 日　令和７年度第１回高知県多文化共生推進会議 

７月 28 日～８月 25 日　令和７年度高知県県民世論調査 

８月 22 日～10 月４日　外国人県民アンケート調査 

９月 11 日　令和７年度第２回高知県多文化共生推進会議 

11 月 12 日　令和７年度第２回高知県外国人材活躍・多文化共生推進庁内会議 

11 月 28 日　令和７年度第３回高知県多文化共生推進会議 

令和８年 

２月 18 日～３月４日　意見公募 

３月 27 日　　　令和７年度第４回高知県多文化共生推進会議 
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５　令和７年度高知県多文化共生推進会議委員名簿 

委員名 所属 職名等 備考

1 池　純子 高知県立大学 非常勤講師

2 市川　理沙 高知県外国人漁業研修センター 日本語講師　

3 今井　多衣子 南国市国際交流協会 会長　

4 折田　正子 高知市教育研究所 日本語指導員　

5 キエル・イェヘスキエル
高知ファイティングドックス
株式会社

グローバルコネクション
スタッフ

6 北古味　潤 学校法人　龍馬学園
グローバルプロジェクト
推進室　室長　　

7 合田　尚洋 土佐市産業振興課 課長

8 中川　香代
国立大学法人　高知大学
人文社会科学部

客員教授　 副会長

9 福井　佳織 高知県小中学校校長会　 副会長

10 古木　健雄 高知県中小企業団体中央会 総務企画部　部長

11 廣瀬　留美子
高知県外国人生活相談センター
（ココフォーレ）

センター長　

12 森岡　千晴 高知県青年団協議会 監事

13 山脇　啓造 明治大学  国際日本学部 専任教授 会長

14 吉川　翠 くろしお農業振興協同組合 代表理事

※五十音順・敬称略


